
１号物件 
元狩倉国有林森林整備事業（保育間伐【活用型】）請負契約書 

 
 １．事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完 
 了検査場所 

 

 
事業名 

 

 

 
請負物件 

 

 

 
契約面積 

 

 

請負 
 

予定数量 

 

請負 
予定 
単価 

 

 
請負予定金額 

 

 

事 業 
 

場 所 

 

生産完了 
 

検査場所 

 
保育間伐 
集造材外 

 
 
    

 

 
スギ外 

 

 

 

      
２ ９ ． １ ０ 
    ha 

 
記 番 別 作 業
内訳書 
のとおり 

 

 
作 業 工 程 別
数 量 内 訳 書
のとおり 

 

 
  円 
    

 

 

 
円 

 
 

請負金額     円也 
（うち取引に係る消費税及び地 
方消費税額      円也） 

 
元狩倉 
国有林 
９４よ 

林小班外 
 

 

 
元狩倉 
国有林 
９４よ 

林小班外 

 

（注） 「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法第２８条１項及び２９条並びに地方消費税法第７２条の８２及び第  
      ７２条の８３の規定に基づき算出したもので、請負金額に１０／１１０を乗じて得た額である。 
         [（ ）の部分は、請負者が課税対象者である場合に使用する。] 
 
２． 事業期間 
     自  令和  ７年    月   日(契約締結の翌日) 
     至  令和  ８年  ２月 ２７日 
 
３． 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。 
       （選択されるものは○印、削除されるものは×印） 

適用削除の区分 選択事項 選択条項 
      × 契約保証金の納付 第 4 条第 1 項第 1 号 
      × 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提出 第 4 条第 1 項第 2 号 
      × 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第 4 条第 1 項第 3 号 
      × 公共工事履行保証証券による保証 第 4 条第 1 項第 4 号 
      × 履行保証保険契約の締結 第 4 条第 1 項第 5 号 
      ○ 支給材料及び貸与品 第 15 条 
      ○ 部分払  月１回以内  第 38 条 
      × 前金払      分の     以内 第 35 条第 1 項 
      × 中間前金払 第 35 条第 3 項 
   × 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第 40 条 

 （注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。 
 
４．支給材料及び貸与物件 

品 名 品質規格 数 量 引渡予定箇所 引渡予定日 区 分 
 
封印ペンチ 
 

   
   号 

 
          本 

 
宮崎南部森林管理署 

 
契約日 

 
貸 与 

 
封印鉛 
 

 
 
     ３５０個 

        
 〃 

  
      〃 

 
支 給 

 
銅線 
 

 
 
         １巻 

 
        〃 

 
       〃 

 
支 給 

 
発送検知野帳 
 

 
 
         ７冊 

 
        〃 

 
       〃 

 
支 給 



 
５． 特約事項        
 
 （１）当該契約に係る技術提案については、別冊のとおりとする。 
 （２）森林作業道は特記仕様書のとおり作設すること。 
  （３）そのほか特約事項については、別紙５、別紙７のとおりとする。 
 
 
 上記請負事業につき、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び 
九州森林管理局長の定める国有林野事業製品生産事業請負契約約款及び製品生産事業請負標準仕様書並
びに造林事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するも
のとする。 
 また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書
記載の業務を共同連帯して実施する。 
 本契約の証として本書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。 
 
 
 
 
   令和 ７年   月   日 
 
            発注者  住 所 宮崎県日南市飫肥５丁目３番４５号 
                     分任支出負担行為担当官 
                     宮崎南部森林管理署長 塚本 徹  印 
 
 
 
             請負者  住 所  
                      
                      
 

 
 
 
 
 
 

「注」請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業 
   体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を記入する。 
 
   請負者 ○○共同事業体 
       代 表 者    ○○林業株式会社 
                住  所 
                         代表取締役   ○○ ○○  印 

 
 
 

○○林業株式会社 
                住  所 
                         代表取締役   ○○ ○○  印 

 
 
 

○○林業株式会社 
                住  所 
                         代表取締役   ○○ ○○  印 

 
 
 
 
 
 



記番別作業内訳書 
 

 

林小班 

 

 

作業種 

 

 

区域 
面積 

 
 

(ha) 

 

控除 
面積 
(除地等) 

 
(ha) 

 

契約 
面積 

 
 

(ha) 

 

作業期間 

 

 

 

 
間伐目安 

ha 当たり本数 

 

 

 

    
 

備  考 

 

  
自 
 

 
至 

 
９４よ 

 
 
 

保育間伐 
 
（活用型） 

 

 
5.73   

 
5.73   

契 
約 
締 
結 
日 
の 
翌 
日 

 

 

令 
和 
８ 
年 
２ 
月 
27 
日 

 

 

 
スギ１８０本 

 
別紙Ⅰ仕様書による 

 
 

９４れ 
 

3.85  
 

 
 

3.85  
 

スギ１９０本 
 

〃 

 
９４な 

 
4.24   

 
4.24  

 
スギ３５０本 

 
〃 

 
９５ぬ 1.39   1.39  スギ３３０本 〃 

 
９５の 0.80   0.80  スギ３２０本 〃 

 
９８た 3.20   3.20  スギ２８０本 〃 

 
９８れ 4.93   4.93  スギ２８０本 〃 

 
９９は 4.96  4.96  スギ２９０本 〃 

 
合 計 

 
 

 
29.10  

 
29.10   

 
 

作業工程別数量内訳書 

 

材種 

 

作業工程 

 

細    目 

 

数   量 

 

備        考 
 

素材 
 

集 造 材  
 

１,５６０m3 
 
 

 
 

山 元 巻 立 
 
  機械巻立 

 
５０m3 

 
 

 
 

Ｃ 材 集 造 材  
 

１,７００m3 
 
 

 
 

Ｃ材山元巻立 
 

 
機械巻立 

 
５０m3  

 封 印 発 送  
 

３,１６０m3 
 
 

 



別紙１ 
                   森林整備事業（保育間伐【活用型】）仕様書Ⅰ             
    
                                                                                             
        適用範囲 
    この仕様書は、森林管理署等の実施する保育間伐【活用型】請負事業に適用する。           
                                                                                   
   １ 伐倒及び集造材                                                                 
      （１）区域内の間伐対象木は、全て伐倒すること。                                   
       （２）間伐対象木は、記番別作業内訳書の目安本数とし、選木に当たっては、標準地に 
           準じて選木するものとする。      
       （３）下表の素材採材が可能なものを原則として搬出対象木（胸高直径がスギ１６ｃｍ   
           以上、ヒノキ１４ｃｍ以上）としているので、これに基づき通直材を採材・搬出す   
           ること。                                                                          
                               

 
 

樹  種 
 

長  級 
 

（m） 

 
経  級 

 
（cm） 

 
Ｃ 材 

 

 
長 級 

    
 （m） 

 
径 級 

     
（cm） 

 
ス ギ 

 
 

３ 
４上 

 
１４上 
１４上 

 

 
 

対象樹種 
 

ス ギ 
ヒノキ 
その他 

 

 

 
 

２ 
３ 
４ 

 

 
   
 

６上 

  
ヒノキ 

 
２ 
３ 
４ 

６上 

 
１８上 
１４上 
１２上 
１４上 

 

           但し、監督職員の指示のある場合（小径木一般材等）はこの限りではない。 
                                                                                        
      ２ 伐倒及び集造材作業に当たっての留意事項                                        
      （１）伐倒洩れ、対象外の伐採がないよう留意すること。                          
       （２）伐倒及び集造材作業においては、他の造林木を損傷しないように注意すること。 
      （３）かかり木については、適切な方法で処理すること。                          
       （４）ワイヤ－ロ－プ等、現地の片づけは適切に行うこと。                        
       （５）搬出を伴わない切り捨て間伐木については、保育間伐作業仕様書Ⅱによること。        
                                                                
    ３ 請負数量の確定                                                                 
      （１）伐倒数量                                                                  
         契約書に記載された契約面積とする。                                       
     （２）素材数量                                                                  
            生産完了検査場所における検査数量の累計とする。                          
                                                                                         
    ４ 部分払いにおける数量の確定                                                     
       （１）伐倒数量                                                                  
         面積による。                                                              
       （２）素材数量                                                                     
          生産完了検査場所における検査数量の累計とする。                           
     
  ５ 封印発送                                                                            
        （１） 監督員の指示を受けて封印発送を行うものとする。 
      （２） 封印は、発送時点において荷締索の結び目を荷くずしできないように行うものとする。 
 
    ６ 請負金額の確定方法 
        公告記載の請負代金確定方法による。 
 
    ７ 確定数量及び確定金額の通知 

発注者は、事業が完了した場合は、確定数量及び確定総金額について、別紙「請負契約の数量
・金額確定通知書」を作成し、すみやかに請負者に通知するものとする。 

 
  ８ その他 
    その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。 




















